
《
特
徴
》

▽
被
害
者
の
約
57
％
が
男
性
で
す
。

▽
10
～
30
歳
代
の
男
性
の
被
害
者
が
全
体
の
約
33
％
を
占

め
、
特
に
20
歳
代
以
下
の
男
性
が
全
体
の
約
20
％
と
、
最

も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
（
こ
れ
ら
若
年
層
の
ほ
と
ん
ど
が
有
料
サ
イ
ト
利
用
料
金

詐
欺
の
被
害
で
す
。）

　

ま
た
、
10
～
30
歳
代
の
女
性
の
被
害
も
全
体
の
約
28
％
を

占
め
、
若
年
層
の
被
害
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

▽
公
的
機
関
や
債
権
回
収
会
社
と
類
似
の
名
前
を
か
た
っ
た

業
者
に
よ
る
架
空
の
債
権
の
請
求
事
案
も
発
生
し
て
い
ま

す
。

○
融
資
保
証
金
詐
欺
…
「
お
金
を
融
資
し
ま
す
。」と
は
が
き

や
電
話
、
新
聞
折
込
等
で
勧
誘
し
、
お
金
を
借
り
よ
う
と

連
絡
す
る
と
、「
融
資
す
る
前
に
保
証
金
や
登
録
料
等
が
必

要
な
の
で
、
口
座
に
お
金
を
振
込
ん
で
く
だ
さ
い
。」と
現

金
を
だ
ま
し
取
る
手
口

《
全
国
の
被
害
状
況
》

　

約
５
，９
０
０
件
発
生
、約
39
億
円
の
被
害（
平
成
19
年
中
）

《
特
徴
》

▽
被
害
者
の
約
53
％
が
男
性
で
す
。

▽
30
～
50
歳
代
の
男
性
被
害
者
が
全
体
の
約
37
％
を
占
め
て

い
ま
す
。

　
（
ギ
ャ
ン
ブ
ル
や
遊
び
の
た
め
に
安
易
に
お
金
を
借
り
る

人
が
多
い
よ
う
で
す
。）

振
り
込
め
詐
欺
に
だ
ま
さ
れ
な
い
た
め
の
対
策

１　

振
り
込
む
前
に
、
必
ず
、
本
人
等
に
確
認
す
る
こ
と
。

　
　

着
信
履
歴
や
相
手
が
指
定
し
た
電
話
番
号
は
信
用
し
な

い
で
、
必
ず
、
番
号
案
内（
１
０
４
）や
電
話
帳
で
電
話
番

号
を
調
べ
て
、本
人
や
行
政
機
関
へ
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

２　

す
ぐ
に
振
り
込
ま
な
い
、
一
人
で
振
り
込
ま
な
い
。

　
　

多
く
の
場
合
、
振
り
込
む
お
金
は
、
10
万
～
１
０
０
万

円
単
位
の
大
き
な
お
金
で
す
。
一
人
で
判
断
す
る
の
は
避

け
て
、
兄
弟
、
家
族
、
警
察
等
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

３　

相
手
が
示
す
連
絡
先
に
は
、
絶
対
に
連
絡
を
入
れ
な
い

こ
と
。

　
　

相
手
が
示
す
連
絡
先
に
電
話
を
入
れ
れ
ば
、
犯
人
は
、

あ
な
た
の
電
話
番
号
を
着
信
履
歴
で
知
る
こ
と
に
な
り
、

何
度
も
繰
り
返
し
、
脅
迫
の
電
話
を
入
れ
て
き
ま
す
。
こ

ち
ら
の
連
絡
先
を
教
え
な
い
た
め
に
も
、
絶
対
に
連
絡
を

入
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

４　

融
資
先
や
還
付
金
送
付
先
の
相
手
の
口
座
等
の
確
認
の

た
め
、
先
に
現
金
を
振
り
込
ま
せ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

　
　

犯
人
は
、
言
葉
巧
み
に
、
理
由
を
つ
け
て
、
現
金
を

振
り
込
ま
せ
よ
う
と
し
て
き
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

５　

Ａ
Ｔ
Ｍ
機
の
操
作
方
法
を
電
話
で
指
示
す
る
こ
と
は
絶

対
に
あ
り
ま
せ
ん
。　

　
　

犯
人
の
指
示
に
従
っ
て
、
コ
ン
ビ
ニ
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
機
を
利

用
す
る
の
な
ら
、
銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
コ
ー
ナ
ー
へ
行
き
、
行

員
に
経
緯
を
説
明
し
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一
番
重
要
な
こ
と
は
、
家
族
や
ご
近
所
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、良
好
に
と
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
す
。

暇
を
見
つ
け
て
、
ご
近
所
で
の
話
題
や
社
会
問
題
、
振
り

込
め
詐
欺
等
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
気
軽
に
情
報
を
交
換
し

ま
し
ょ
う
。

そ
の
あ
て
先
は
大
丈
夫
で
す
か
？

　

書
留
、
小
包
、
普
通
郵
便
等
で
現
金
を
送
金
さ
せ
た
り
、

為
替
を
送
ら
せ
て
現
金
を
だ
ま
し
取
る『
振
り
込
め
詐
欺
』事

件
で
、
犯
人
が
送
金
先
と
し
て
利
用
し
た
住
所
を
お
知
ら
せ

し
て
い
ま
す
。（
警
察
庁
公
開
資
料　
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被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
防
犯
対
策

☆　

不
審
な
電
話
や
郵
便
物
が
届
い
た
ら
、ま
ず
相
談
す
る
。

☆　

身
に
覚
え
の
な
い
請
求
は
無
視
す
る
。

☆　

相
手（
請
求
者
）に
連
絡
し
な
い
。

☆　

料
金
を
請
求
さ
れ
た
ら
、
支
払
う
前
に

　
　

警
察
や
奈
良
県
食
品
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー　
　
　
　
　

　
（
☎
０
７
４
２
・
２
６
・
０
９
３
１
）に
相
談
す
る
。

☆　

日
ご
ろ
か
ら
、家
族
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
。

　

あ
な
た
の
大
切
な
人
を

　
　
　
　
　

被
害
者
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

■
問
合
先　

市
民
相
談
室
本（
内
線
３
６
３
）

　
　
　
　
　

五
條
警
察
署　

☎
２
３
・
０
１
１
０
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